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令和２年７月豪雨に伴う避難所等における心身機能の低下の予防 

及び認知症高齢者等に対する適切な支援について 

 

１ 避難生活に伴う心身の機能の低下の予防について 

避難生活に伴い被災した高齢者等の方々に、生活の不活発化を原因とする心身の機能

の低下（いわゆる「生活不活発病」）の発症が危惧されています。 

生活不活発病を予防するためには、避難生活においても生活を活発にすることが重要

であり、別紙１、２のとおり、生活不活発病の予防のための活動にあたっての資料を送付

いたしますので、この趣旨を踏まえ、保健師等による避難所等での保健指導、介護予防や

生活支援等にご活用くださいますようお願いいたします。 

また、生活不活発病を予防するための取組については、地域支援事業の一般介護予防

事業を実施することが可能であることを申し添えます。 

なお、予防活動の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配

慮しつつ、高齢者の状態等を十分に勘案し、各被災地及び避難所の状況を踏まえ、地域に

おける医師会等の協力を得て、かかりつけ医との連携に配慮して実施していただきます

ようお願いします。 

 

２ 避難所における認知症高齢者等に対する適切な支援について 

  避難所における認知症の方やそのご家族への配慮や支援等について、新型コロナウイ

ルス感染防止に配慮しつつ、別紙３、４をご活用いただき、避難所等に掲示・配布等に

より、避難所等へ周知をお願いいたします。 

  なお、認知症介護情報ネットワーク（認知症介護研究・研修仙台センター）のホーム

ページ（http://www.dcnet.gr.jp/earthquake/）でもご確認いただけます。 

 

３ 令和２年７月豪雨により被災されていない地方公共団体について 

今般の災害により被災されていない地方公共団体におかれましても、今後の参考とさ

れますよう本事務連絡を送付いたします。 

 

（別紙１－１）  生活不活発病予防（避難所用）リーフレット 

（別紙１－２）  生活不活発病予防（被災地域生活者用）リーフレット 

（別紙１－３）  生活不活発病予防チェックリスト 

（別紙２）     生活機能低下予防マニュアル～生活不活発病を防ぐ～ 

  

（別紙３）   避難所での認知症の人や高齢者の健康管理 

 （別紙４）   避難所での認知症の人と家族支援ガイド 



避難所の生活は、心も身体も疲れがたまっていることに加えて、

普段と異なる生活により、不活発になりがちです

からだを動かしましょう

予防のポイント

避難所向け

「生活不活発病チェックリスト」
要注意（□）にあてはまる場合は、保健師や救護班などにご相談ください。

令和２年7月

厚労省 高齢者 体操 検索
詳しくは
こ ち ら避難所でもできる全国のご当地体操の動画やリーフレットを掲載しています。

厚生労働省 生活機能の低下を防ごう！

からだを
動かさない
状態が続く

心身の疲れ
がたまる

もっと動き
にくくなる

歩くことが
難しくなる

 毎日の生活の中で活発に動くようにしましょう。
（横になっているより、 なるべく座りましょう。）

 動きやすいよう、 身の回りを片付けておきましょう。

 歩きにくくなっても、 杖などで工夫をしましょう。
（すぐに車いすを使うのではなく。）

 避難所でも楽しみや役割をもちましょう。
（遠慮せずに、 気分転換を兼ねて散歩や運動も。)

 「安静第一」「無理は禁物」と思いこまないで。
（病気の時は、 どの程度動いてよいか相談を。）

※ 以上のことに、周囲の方も一緒に工夫を。
（ボランティアの方等も必要以上の手助けはしないようにしましょう。）
※ 特に、高齢の方や持病のある方は十分気をつけてください。

発見のポイント～早く発見、早く回復を～

災害前から要注意（□）にあ
てはまる方は注意が必要です。 災害前と現在を比較して、１段階で

も低下した方は注意が必要です。

歩くこと等が難しくなった方は注
意が必要です。

「３つの密（密閉、密集、密接）」を避け、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い」に気をつけつつ、




